
特別徴収税額納入書の訂正方法5

※　納入書は機械で読み取りますので取扱いに注意してください。
※　年の途中で就退職や税額変更などにより、納入金額に変更が生じた際は、下記のように納入書を修正してご使用ください。
※　金額を記入する際に￥記号は記入しないでください。

①

③③

②②

①

③③

②②

①

③③

②②

①　納入金額（1）に、印字されている金額を二重線で抹消し、その上に訂正金額を記入します。（訂正印は不要です）

②　納入金額（2）の該当欄に金額を記入します。

　　※　例月の特別徴収分は、給与分（一括徴収分を含む）です。

③　納入金額（2）の合計欄に、給与分（一括徴収分を含む）から督促手数料までの合計金額を記入します。
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